
議案第兜号

南部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務及び規約の変更について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、南部広域市町

村圏事務組合の共同処理する事務及び規約を呂嚇氏のとおり変更することについて、議

会の議決を求める。

令和3年12月7日提出

(提案理由)

南部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の一部を変更し、同組合の規約を変

更することについて協議するため、地方自治法第290条の規定により、この案を提出

する。

南風原町長赤嶺正之

/



南部広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約

南部広域市町村圏事務組合規約(平成4年沖縄県指令総第713号)の一部を次のよ

うに改正する。

第3条第2号を次のように改める。

②広域的な行政課題及び振興整備等の調査研究に関すること。

第13条第2項を次のように改める。

2 基金は、沖縄県の補助金1億円及び別に条例で定める積立金により造成する。

第14条を削り、第 15条を第14条とし、同条を次のように改める。

(基金の処分の制限)

第H条基金に属する財産のうち、沖縄県の補助金に相当する額は、とれを処分す

ることはできない。

第16条を削り、第 17条第2項中「別表第2」を「別表」に、「理事長」を「理事

会」に改め、同条を第15条とする。

第5章の次に次の1章を加える。

第6章補則

(補則)

第16条この規約の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

別表第1を削り、別表第2を別表とし、同表を次のように改める。
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別表(第15条関係)

1

区

一般管理費

ノ＼

浦添市、

豊見城市、

与那原町、

八重瀬町、

久米島町、

渡名喜村、

渡嘉敷村、

北大東村

f、

市町村

2 広域的な行政

課題及び振興整

備等の調査研究

に関する事務

那覇市、

南風原町、

南城市、

糸満市、

粟国村、

座間味村、

南大東村、

議会費及

び総務費

浦添市、

豊見城市、

与那原町、

八重瀬町、

久米島町、

渡名喜村、

渡嘉敷村、

北大東村

負担割

3 いなんせ斎苑

の建設及び管理

運営に関する事

務

均等割

人口割

那覇市、

南風原町、

南城市、

糸満市、

粟国村、

座間味村、

南大東村、

4 南斎場の建設

及び管理運営に

関する事務

事業費

30%

70%

那覇市、浦添市

関係市町村の協議に

より定める

5 社会福祉法に

規定する所轄庁

が行うこととさ

れている事務

糸満市、豊見城市、

南城市、南風原町、

八重瀬町、与那原町

建設費

附則

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

管理運営

費

浦添市、豊見城市、

南城市、糸満市

人口割

建設費

利用実績割

管理運営

費

100%

人口割

民生費

100%

利用実績割

100%

均等割

法人数割

100%

5%

95%
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(共同処理する事務)

第3条組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(D ふるさと市町村圈基金を活用した次に掲げる事業の実施に関する

こと。

ア広域観光事業

イ広域文化事業

ウ広域的健康づくり、スポーツ及びレクリエーション事業

工広域的人材育成及び人材活用事業

オ広域研修事業

力地域イベント助成事業

キ地域間交流事業

ク地域産業育成事業

ケ地域づくり支援事業

南部広域市町ぐ'智事務組合規約の一部を改正する規約の"一旧対照表(案)

現

.、

イテ

(3)

④

(5)

(基金の設置)

第13条組合は、ふるさと市町村圏の振興整備のための事業(公共施設及

び公用施設の建設事業並びに士地の購入を除く。)の推進に資するため、

ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

な の

(共同処理する事務)

第3条組合は、炊に掲げる事務を共同処理する。

①ふるさと市町村圏基金を活用した次に掲げる事業の実施に関する
0

ア広域観光事業

イ広域文化事業

ウ広域的健康づくり、スポーツ及びレクリェーション事業
工広域的人材育成及ぴ人材活用事業

オ広域研修事業

力地域イベント助成事業

キ地域間交流事業

ク地域産業育成事業

ケ地域づくり支援事業

に

基金は

で{め

3 基金の運用から生ずる収益は、第3条第1号の事業を実施するための

財源に充てる。
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(基金の設置)

第玲条組合は、ふるさと市町村圏の振興整備のための事業(公共施設及

び公用施設の建設事業並びに士地の購入を除く。)の推進に資するため、
ふるさと市町村圈基金(以下「基金」という。)を設置する。
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3 基金の運用から生ずる収益は、第3条第1号の事業を実施するための
財源に充てる。
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第」旦金

金の身△び

第」旦金

金に口

の ノ

の

金に

の

第」旦金

金の罰厶ぴ

は

は

る

第5章組合の経費

(経費の支弁方法)

第」Z金組合の経費は、関係市町村の負担金、国県の補助金、組合の事業

により生ずる収入及びその他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する関係市町村の負担金の負担割合は呂旦麦第旦のとおりと

し、関係市町村の負担金の総類及び負担すべき額は、理事長が組合の議

会の議決を経て定める。
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第5章組合の経費

(経費の支弁方法)

第」旦金組合の経費は、関係市町村の負担金、国県の補助金、組合の事業

により生ずる収入及びその他の収入をもうて充てる。

2 前項に規定する関係市町村の負担金の負担割合は呂旦麦のとおりとし、

関係市町村の負担金の総額及び負担すべき額は、理臺金が組合の議会の
議決を経て定める。
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2

区

1 =豊史豊理
豊及1ε盛蟻
的左振興臺

業旦餌査狂

究」王闘土亙
杢務

17

分

浦添市、

豊見城市、

与那原町、

八重瀬町、

久米島町、

渡名喜村、

渡嘉敷村、

北大東村

市町村

那覇市、

南風原町、

南城市、

糸満市、

粟国村、

座問味村、

南大東村、

.→

議会費及び

総務費

負

2 いなんせ

斎苑の建設

及び管理運

営に関する

事務

担

均等割

人口割

害1

3 南斎場の

建設及び管

理運営に関

する事務

那覇市、浦添市

30%

70%

4 社会福祉

法に規定す

る所轄庁が

行 うどとと

さ れている

事務

15

区

1

糸満市、豊見城市、

南城市、南風原町、

八重瀬町、与那原町

豊
二盤豊型

分

建設費

浦添市、豊見城市、

南城市、糸満市

管理運営費

浦添市、

豊見城市、

与那原町、

八重瀬町、

久米島町、

渡名喜村、

渡嘉敷村、

北大東村

市町村

人口割

建設費

2 広塗蚫盆
蒄壁鰹題盈
墜振興^
笠」聖墨査聖
究」王闘二主亙

臺務

那覇市、

南風原町、

南 城市、

満市、フ《

粟国村、

座間味村、

南大東村、

利用実績割 100%

管理運営費

100%

民生費

人口割

議会費及び

総務費

負

利用実績割 100%

3 いなんせ

斎苑の建設

及び管理運

営に関する

事務

担

八

均等割

法人数割

100%

均等割

人口割

割

亜

^

北大東杜

4 南斎場の

建設及び管

理運営に関

する事務

那覇市、浦添市

臺業費

副

95%

30%

70%

0

5 社会福祉

法に規定す

る所轄庁が

行うことと

されている

事務

閏佳^
E'堕定地ご互

糸満市、豊見城市、

南城市、南風原町、

八重瀬町、与那原町

建設費

浦添市、豊見城市、
南城市、糸満市

管理運営費

人口割

4

建設費

利用実績割 100%

管理運営費

100%

民生費

人口割

0

利用実績割 10呪

均等割

法人数割

100%

眺

95%
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